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次の文章を読んで，後記の〔設問１〕に答えなさい。

１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は，事務用品の製造及び販売等を目的とする会社法上の

公開会社である監査役会設置会社であり，金融商品取引所にその発行する株式を上場している。

甲社は，種類株式発行会社でない。甲社の資本金の額は２０億円，総資産額は２５０億円，直近

数年の平均的な年間売上高は３００億円である。甲社の取締役は１０人であり，代表取締役社長

はＡである。

２．甲社は５年前からその製造拠点の海外移転を進め，甲社の国内物流拠点の役割は大きく変化してき

ている。甲社は大型倉庫を二つ所有しているが，そのうちＰ県に所在する倉庫（以下「Ｐ倉庫」とい

う。）は２年前からほぼ使用されていなかった。１年前にＰ倉庫の近隣に高速道路のインターチェン

ジが設置されることが決まってから近隣の不動産価格が上昇し，Ｐ倉庫の市場価格は平成２９年１２

月の時点で約１５億円であった。

３．乙合同会社（以下「乙社」という。）は，日本企業への投資を目的とする投資ファンドである。乙

社の代表社員Ｂは，甲社がＰ倉庫を始めとする多くの遊休資産を有しているため，これらを売却する

ことにより剰余金の配当を増額すべきであると考えている。乙社は，市場において甲社の株式を買い

集め，平成２９年５月の時点で甲社の総株主の議決権の４％を，同年９月の時点で同９．８％を，平

成３０年１月の時点で同１５％を保有するに至った。

４．甲社の定款には，以下の定めがあるが，他に株主総会の招集及び株主提案について別段の定めはな

い。

甲社定款（抜粋）

（招集）

第１２条 当会社の定時株主総会は，毎年６月にこれを招集し，臨時株主総会は，必要があると

きに随時これを招集する。

（定時株主総会の基準日）

第１３条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は，毎年３月３１日とする。

（招集権者及び議長）

第１４条 株主総会は，取締役社長がこれを招集し，議長となる。

２ 取締役社長に事故があるときは，取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い，他の取締

役が株主総会を招集し，議長となる。

（事業年度）

第３６条 当会社の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。

〔設問１〕 乙社は，平成３０年１月，甲社の株主として，株主総会において，株主総会の権限に

属する一定の事項を提案することを検討していた。上記１から４までを前提として，乙社が，そ

のために採ることができる会社法上の手段について，甲社の臨時株主総会を自ら招集する場合と

平成３０年６月の甲社の定時株主総会の開催に当たり株主提案権を行使する場合のそれぞれの手

続を説明し，比較検討した上で，論じなさい。ただし，社債，株式等の振替に関する法律上の手

続については，説明しなくてよい。
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受講者番号   既卒

答案練習会第8回初級ゼミ

1 甲社の臨時株主総会を乙社自ら招集する場合

(1)まず乙社が臨時株主総会の招集請求するには、その6箇月前から「総株主
国~im～

ー

ロ＼ 和1は
の議決権の百分の三」を「引き続き」、保有することを要する（会社法297条 l

項、以下「会社法」を省略）。
�”� � �-•一、

本件では、平成30年1月の6箇月前は平成29年7月にあたり、乙社は5月から議決権

の4%（百分の四）を保有しており、その後保有率は上がり続けle 15％に至って

いる。よって要件を満たす。

(2)次に、乙社は直接招集するのではなく、甲社取締役に対し、 「株主総会の

目的である事項」と「招集の理由」を示して株主総会の招集を請求する(2汀桑

1項）。本件の場合、目的である事項は、 里社保有P倉塵算の遊休資産の売却に
覧も (f /62冒O

よる剰余金の配当増額の件！等が考えられる。甲社が株主に剰余金の配当の増額を

する根拠となる法律は453条で、その都度、事項を株主総会で決議する必要があ

戸ッり (JIし定） ＂fい合 ！ 『炉 2 ?· {尻
」

'

る(454条）。

(3)もし、 乙社による甲社取締役会に招集請求後、へ招集の手続が行われない場
昌貫‘『; （ 
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受講者番号

答案練習会

 学部3年生

第8回 初級ゼミ 商法

ー臨時株主総会を自旦招集ーする場合

( 1)乙社は平成29年5月から総株主の議決権の4％を保有しており、「総株主

の議決権の百分の三以上の議決兼を6か月」以上保有しているため、
/：←可屯ミ

主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、

乙社は株

株主総会の招集を請求する
言（

!

i /：｀ ／ 

ことができる (297条1項）。

当該請求後「遅滞なく招集吃団三続が行われない場合」(297条4

項1号）や「8週間以内の日を株主総会の日とずる株主総会の招集の通知が発せ

乙社は裁判所の許可を得て、株主総会を招集

(2) そして、

られない場合」（同項2号）には、

することができる （同条柱書）。
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株主提案楡全行使団る場合

(1)まず、甲社は公開会社であるため、取締役会設置会社であるy327条1項

（ 
ど＼ ＇ 

ヘ

1号)2(号。

(2)乙社は前述のように、「総株主の議決権の100分の1以上の議決権を」「6

か月」以上保有しているしているため、

（定款12条）

る

の
"�--へ?t、

(303 条2項）。

「8週間前」

乙社は定時株主総会が開催される6月

の4月までに請求すれば、！株主提案権を行使でき

(3)また、議案要領通知請菜権について、前述のように甲社は「取締役会設置
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